
指定管理者候補者選定基本調書

１　施設概要

施設名称 川口市老人デイサービスセンター(れんげそう)

設置目的

老人福祉法第２０条の２の２に規定する、在宅で要介護状態の高齢者に対して、通所に
より入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導等の便宜を供与することを
目的とする。

所在地 川口市内（５ヶ所）

構造規模

① 横曽根れんげそう
（1）名　称　川口市老人デイサービスセンター横曽根れんげそう
（2）所在地　川口市川口６丁目５番１４号
（高齢者在宅サービスセンター１階）
（3）構　造　鉄筋コンクリート造　３階建
（4）敷地面積　850.88㎡
（5）延床面積　1,175.85㎡(全体) 　479.79㎡（当該施設部分）
（6）施設内容　定員４０人
     事務室、相談室、日常動作訓練室、静養室、特別浴室、介助浴室、脱衣室
② 新郷れんげそう
（1）名　称　川口市老人デイサービスセンター新郷れんげそう
（2）所在地　川口市大字赤井1055番地
（川口市高齢者総合福祉センターサンテピア１階）
（3）構　造　鉄筋コンクリート造　地上６階　地下１階
（4）敷地面積　7,602.39㎡（全体）
（5）延床面積　14,444.48㎡（全体）　657.26㎡（当該施設部分）
（6）施設内容　定員５０人
     事務室、相談室、日常動作訓練室、ふれあいコーナー、静養室、
     特別浴室、介護浴室、脱衣室
③ 芝れんげそう
（1）名　称　川口市老人デイサービスセンター芝れんげそう
（2）所在地　川口市大字伊刈20番地（川口市芝福祉センター１階）
（3）構　造　鉄筋コンクリート造　３階建
（4）敷地面積　2,298.58㎡
（5）延床面積　1,797.45㎡（全体）　742.14㎡（当該施設部分）
（6）施設内容　定員４５人
     事務室、相談室、日常動作訓練室、介護者研修室、特別浴室、介助浴室、脱衣室
④ 芝南れんげそう
（1）名　称　川口市老人デイサービスセンター芝南れんげそう
（2）所在地　川口市芝３丁目１７番１号
（3）構　造　鉄筋コンクリート造　４階建１階一部
（4）敷地面積　芝南小学校敷地内　10,683.00㎡
（5）延床面積　206.59㎡
（6）施設内容　定員１５人
     シャワー室、静養室、湯沸室、トイレ、 駐車場、事務室、相談室兼医務室、日常動作
訓練室兼食堂
⑤ 鳩ヶ谷れんげそう
（1）名　称　川口市老人デイサービスセンター鳩ヶ谷れんげそう
（2）所在地　川口市八幡木１丁目１９番５号
（3）構　造　重量鉄骨造　２階建
（4）敷地面積　944.84㎡
（5）延床面積　737.5㎡（全体）　377.50㎡（当該施設部分）
（6）施設内容　定員３５人
  事務室、相談室、日常動作訓練室及び食堂、厨房、浴室、脱衣室

所管課 福祉部　長寿支援課

-1-



指定管理者候補者選定基本調書

指定期間

指定管理料 【５年総額】 ５９０，８４０，０００円(５施設合計)

利用料金 無し

募集要旨
〔導入目的〕

多様化する市民ニーズへの柔軟な対応、管理経費の削減、管理運営の効率化等を実
現することで、より高品質で市民満足度の高いサービスを提供することを目的とするも
の

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） ４期目

２　募集概要

選定種別

非公募

※非公募の場合は、下欄に理由を記述すること

　老人デイサービスセンターれんげそうについては、支援が特に困難な対象者を受け入
れ、福祉事業のセーフティネットの役割を担っていること。
　サンテピア内の新郷れんげそう、芝福祉センター内の芝れんげそう、高齢者在宅サー
ビスセンター内の横曽根れんげそうは複合施設内にあり、複数の施設を一括して管理
することは、効率的に人材確保ができるため、引き続き指定管理を行わせることで、安
心安全なサービスの提供と、安定的な管理運営を期待することができること。
　芝南れんげそうについては、定員１５名の施設単体で利益を見込むのが困難であるこ
と。更に、鳩ヶ谷れんげそうも含め、市内のれんげそうを一体的に管理をすることで、効
率的な運営管理が期待できること。
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指定管理者候補者選定基本調書

　川口市老人デイサービスセンター(れんげそう)の指定管理者候補者の選定については、所管
部局の専門委員会で適正な選定手続きがなされ、候補者として選定基準等に合致しているもの
との判断を行った。

３　福祉部専門委員会における選定結果

　福祉部指定管理者候補者選定及び評価専門委員会において、現指定管理者である「社会福祉法
人川口市社会福祉事業団」から提出された事業計画書等に基づき、施設の運営方針、入所者への適
切な対応、施設の効果、管理能力、管理経費の縮減、法人の現状等について、総合的に評価し選考
を行った。
　選考評価は、川口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第４条に基づいた６分
野１０項目の審査項目について、４名の選考委員が５段階で評価した結果、合計点数は、２００点満点
中１３５点と適正であった。
　審査項目のうち、「川口市老人デイサービスセンターの運営の理念」の１項目について高い評価を受
け、その他についても適正の評価を受けた。
　利用者満足度調査の結果についても、「この施設を総合的に評価するとあなたはどの程度満足して
いますか」という設問で、回答者２６０人中、１５５人から満足している、７７人からふつう、という回答が
得られている。

　上記の結果を踏まえ、福祉部指定管理者候補者選定及び評価専門委員会では、「社会福祉法人川
口市社会福祉事業団」を当該施設の指定管理者候補者とする。

川口市指定管理者候補者選定及び評価会議における意見等

代　表　者 理事長　瀧川　聡史

第一位指定管理者候補者

名　　称 社会福祉法人　川口市社会福祉事業団

代表団体

所　在　地 川口市赤井１０５５番地

専門委員会における
審査点数

第一次審査 第二次審査

135

選　定　理　由

５９０，８４０，０００円(５施設合計)

役員の状況

主な業種 福祉施設の受託管理業務及び自主経営業務

理事長１名、常務理事１名、理事８名、評議員１１名、監事２名

法人の目的

法人の事業

川口市が設置した福祉施設の受託管理業務を行うとともに、自ら市民の
福祉ニーズに応えるため、福祉施設を設置運営することを目的とする。

受託経営施設として、１１種類２５施設（内、９種類１８施設を指定管
理者として運営）、自主運営施設として、６種類１３施設を運営。

指定管理料

-3-



川口市老人デイサービスセンター指定管理者候補者に関する審査基準について 

 

１ 川口市老人デイサービスセンターの運営方針について 

①  川口市老人デイサービスセンターの運営の理念 

・ 川口市老人デイサービスセンターの設置目的を理解し、要援護者の生活の助長、

社会的孤立感の解消及びや機能訓練等を図るとともに、その家族の介護負担の軽

減を図り、居宅の要援護者の福祉の向上に寄与するための理念、方針や考え方が

述べられているか。 

 

２ 利用者への適切な対応について 

①  利用者の対応について 

・ 平等公平に施設利用運営が行われるような提案か。 

・ 利用者を尊重する姿勢がみられるものとなっているか。 

・ 年齢や要支援・要介護状態にとらわれず、高齢者等の利用を幅広く受け入れる

ことができるか。 

②  職員の配置について 

・ 業務を効果的かつ効率的に行うために必要な職員配置がなされているか。 

・ 利用者の要支援・要介護状態や利用人数に応じた柔軟かつ適切な職員配置がで

きるようになっているか。 

・ 提案した事業運営を実現するための適切な職員配置がなされているか。 

 

３ 施設の効果について 

①  川口市老人デイサービスセンターの目的を達成するための考え方について 

・ 目的を達成するための考え方を述べられているか。 

・ 要援護者の生活の助長、社会的孤立感の解消及び機能訓練等を図るとともに、

その家族の介護負担の軽減を図り、居宅の要援護者の福祉の向上に寄与し、その

成果が望まれるものとなっているか。 

②  市民に対する関連情報の提供方法について 

・ 必要な社会資源（関連機関・団体、情報）を的確に認識しているか。 

・ 必要な社会資源（関連機関・団体、情報）の入手法や連携を述べられているか。 

・ それらをどのように市民へ提供していくのか具体的に述べられているか。 

 

４ 事業計画に沿った管理を行う人的及び物的な能力について 

①  専門知識や利用者への指導能力の育成について 

・ 専門知識の習得や利用者への指導能力について、どのような考えで、向上させ

ていくのか。 
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・ 職員研修などを具体的にどのように実施していくのか。 

②  市民ニーズの把握、苦情等の対応、安全管理、事業運営における改善について 

・ サービスの向上を目指し、内容の見直しなどが行われる具体的な提案があるか。 

・ 利用者のニーズをどのように把握していくかが具体的に述べられているか。 

・ トラブルや苦情への考え方や対応は適切に示されているか。 

・  安全・衛生・防災・防犯等の施設管理について、適切な対応を図ることができ

る体制となっているか。 

③  リスク管理について 

・ 施設運営上のリスク管理について市と指定管理者の役割を定め、リスク発現防

止チェックシートを作成し、危機管理体制の仕組みが整備されているか。 

 

５ 管理経費の縮減について 

①  運営経費の有効かつ効果的な活用方法について 

・ 経費を有効かつ効果的に配分しているか。 

・ 修繕費を含め、必要な経費を見積もっているか。 

・ 稼働率に見合った収入を計上し、金額に反映しているか。 

 

６  応募法人の現状等について 

①  法人の運営事業や福祉施設運営の実績及び財務状況等について 

・ 類似施設の運営実績はどうか。 

・ 外部監査を実施しているか。 

・ 法人等の運営が健全に行われているか（決算報告､財産目録､財務分析表等を参

照）。 

 

 

【５段階の評定基準】 

 非常に優れている（期待以上の効果）                ５ 

 優れている（期待以上の活動）                   ４ 

 適当                               ３ 

 やや劣っている（効果が薄い）                   ２ 

 劣っている（具体性が無い）                    １ 

 

上記の５段階でご評価をお願いいたします。 
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法人名

A B C D 合計

4 4 4 4 16

4 3 3 3 13

3 4 4 3 14

4 3 3 3 13

3 3 3 3 12

4 4 3 3 14

4 4 3 3 14

3 4 3 3 13

3 3 3 3 12

4 4 3 3 14

36 36 32 31 135

①　川口市デイサービスセンターの運営の理念

川口市老人デイサービスセンター　選考評価表

川口市社会福祉事業団

審査項目

１　川口市老人デイサービスセンターの運営方針について

②　市民ニーズの把握、苦情等の対応、安全管理、事業運営における
  改善について

２　利用者への適切な対応について

①　利用者への対応について

②　職員の配置について

３　施設の効果について

①　川口市デイサービスセンターの目的を達成するための考え方について

②　市民に対する関連情報の提供方法について

４　事業計画に沿った管理を行う人的及び物的な能力について

①　専門知識や利用者への指導能力の育成について

①　法人の運営事業や福祉施設運営の実績及び財務状況等について

合計

③　リスク管理について

５　管理経費の縮減について

①　運営経費の有効かつ効果的な活用方法について

６ 　応募法人の現状等について
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　■総合評価・評価理由

（川口市老人デイサービスセンター）

　福祉部指定管理者候補者選定及び評価専門委員会において、現指定管理者で
ある「社会福祉法人川口市社会福祉事業団」から提出された事業計画書等に基
づき、施設の運営方針、入所者への適切な対応、施設の効果、管理能力、管理経
費の縮減、法人の現状等について、総合的に評価し選考を行った。

　選考評価は、川口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第４
条に基づいた６分野１０項目の審査項目について、４名の選考委員が５段階で評
価した結果、合計点数は、２００点満点中１３５点と適正であった。

　審査項目のうち、「川口市老人デイサービスセンターの運営の理念」の１項目に
ついて高い評価を受け、その他についても概ね適正の評価を受けた。
　
　利用者満足度調査の結果についても、「この施設を総合的に評価するとあなた
はどの程度満足していますか」という設問で、回答者２６０人中、１５５人から満足
している、７７人からふつう、という回答が得られている。

　上記の結果を踏まえ、福祉部指定管理者候補者選定及び評価専門委員会で
は、「社会福祉法人川口市社会福祉事業団」を当該施設の指定管理者候補者と
する。

-7-


